
ターのプロウイルス配列を含むプラスミドであり、pMTの3’－LTRをMSCVプロウイルスの  

3’－LTRで置換したものがpMSである。pMSの3’－LTRの上流に、TCRβ鎖cDNAのコード域、  

マウスPp。K及びTCRα鎖cDNAのコード域を組み込んだものがpMS－bPaである。  

（3） 遺伝子組換え生物等の育成の経過  

1）パッケージング細胞株   

pMS－bPaは、ウイルス粒子形成に必須なgag－pOl遺伝子及びenv遺伝子を欠いているた  

め、このDNAを通常の細胞に導入してもウイルス粒子を産生することはない。したがって、  

ウイルス粒子の産生にはパッケージング細胞が必要となる。本遺伝子組換え生物の産生に  

使用するパッケージング細胞株は、PG13（ATCCCRL－10686）（文献18）で、パッケージング  

に必要なウイルス遺伝子を2種類のプラスミド（lつはgag－POl遺伝子、もう1つはenv  

遺伝子）で別々に導入した細胞株である。古い世代のパッケージング細胞株と比較して、  

この第3世代のパッケージング細胞を使用した場合にはRCR出現のリスクが極めて少ない  

ことが知られている。   

2）ウイルス産生細胞株の作製   

gag－pOl遺伝子発現プラスミドであるpGP、エコトロピックenv遺伝子発現プラスミド  

であるpE－eCO及びMS－bPa DNAベクターを293T細胞にコトランスフェク卜した。培養上  

清中には、マウス由来のパッケージング細胞であるPG13に効率よく感染するエコトロピ  

ックレトロウイルスベクターMS－bPaが一過性に産生される。この培養上清をPG13細胞に  

感染させ、限界希釈法により細胞をクローニングした。こうして得られたクローンから産  

生されるレトロウイルスベクターMS－bPaの力価をリアルタイムRT－PCRにより測定し、高  

力価なウイルスを産生するクローンMS－bPa＃20を得た。これをマスターセルバンク（MCB）  

用シードセルとして樹立し、これを培養してMCBを作製した。MCBの作製のフローチャー  

トを別紙4に、MCBの品質試験項目と結果を別紙5に示す。   

3）本遺伝子組換え生物の最終製品の製造   

本遺伝子組換え生物の製造は、タカラバイオ株式会社草津センター（滋賀県草津市野路  

町2257番地）の細胞・遺伝子治療センターの全て管理された製造エリアにてGMP遵守下  

で行われる。   

MCBを解凍後、拡大培養及び生産培養を行うことにより本道伝子組換え生物を含む培養  

上清を得る。これを無菌ろ過した後、小分け分注を行い、使用時まで凍結保存する。本遺  

伝子組換え生物の製造方法のフローチャートを別紙6に示す。こうして製造された本遺伝  

子組換え生物の最終製品の各ロットについて品質試験を行う（別紙7）。  

文献18‥MillerAD，etal．Constructionandpropertiesofretroviruspackagingcells  

based on gibbon apeleukemia vjrus．J．Viro165：2220L2224（1991）．  

●    1‾   



4 移入した核酸の存在状態及び当骸核酸による形質発現の安定性   

移入した核酸は本遺伝子組換え生物のゲノムRNAの→部として存在する。凍結保管中は  

安定である。感染する動植物の種頬及び感染様式がイ呆管中に変化することはない。   

本遺伝子組換え生物が細胞に感染すると、移入した核酸を含むウイルスゲノムRNAは逆  

転写され、プロウイ／レスとして細胞染色体に組み込まれる。プロウイルスは細胞染色体の  

複製に伴って複製されるので、移入された核酸は細胞が生きているかぎり安定に保持され  

る。   

TCRβ鎖遺伝子はMSCV由来LTRのU3領域により、TCRα鎖遺伝子はPp。Kにより転写さ  

れる。これらのプロモーターは持続的に機能するので、両遺伝子の発現は構成的である。   

本遺伝子組換え生物を製造する際に、ウイルス産生細胞の細胞内で本遺伝子組換え生物  

のゲノム、gag－pOl遺伝子断片及びenv遺伝子断片が相同組換えを起こし、RCRが出現す  

る可能性がある。RCRの出現機構から、その大部分はgag－pOL遺伝子及びenv遺伝子を持  

ち、TCR α鎖遺伝子及びβ鎖遺伝子を持たないものである。しかし、TCR α鎖遺伝子又は  

β鎖遺伝子を持つRCRの出現する可能惟は否定できない。なお、これらのRCRは遺伝子組  

換え生物等に該当する。  

5 遺伝子粗換え生物等の検出及び識別の方法並びにそれらの感度及び信頼性  

1）MS－t）Paの検出方法   

本道伝子組換え生物は、宿主であるMoMLVにはないTCR α鎖遺伝子及びβ鎖遺伝子を  

持つので、これらの遺伝子のいずれかをRT－PCR法で増幅することにより本遺伝子組換え  

生物の検出が可能である。   

2）MS－t）Paにより遺伝子導入された細胞の検出方法   

細胞から調製したゲノムDNAを鋳型に、パッケージングシグナルに相当する配列をリア  

ルタイムⅠ〕CRで定量することにより検出可能であるし⊃   

3）RCRの検出方法  

・293細胞増幅法   

293細胞に検体を添加し、5回の継代培養を行う。この培養上清をPG－4細胞に接種し、  

S＋1．－アッセイを行う。この方法は増殖能を持つレトロウイルスを検出する方法であり、本  

遺伝子組換え生物に由来するRCIモを特異的に検出するものではない。検出感度は11モCR／  

接種物であることを確認している。 100mLあたりIHCIてが含まれる検体から300mLの被  

検試料をサンプリングして接種した場合、95％の確率で被検試料中にRCRが含まれ、検出  

される。  

・l汀－PCR法   

被模試料からRNAを調製し、GaLVenv遺伝子に特異的なプライマーを用いてRT－PCRを  

行った後、アガローースゲル電気泳動を行って増幅産物を検出する。本試験の感度は、パッ  

ケージング細胞の末梢血リンパ球中の希釈率として10－4～10‾5であることを確認してい   



6 宿主又は宿主の属する分類学上の種との相違   

宿主であるMoMLVと本遺伝子組換え生物の間には以下の相違点がある。  

・本遺伝子組換え生物はgag－pOl遺伝子及びenv遺伝子を欠損しているので、本遺伝子組  

換え生物が感染した通常の細胞はウイルス粒子形成に必要な蛋白質を合成できない。した  

がって、本遺伝子組換え生物はgag－pOl遺伝子及びenv遺伝子を発現する細胞においての  

み増殖できる。  

」本遺伝子組換え生物はTCR α鎖遺伝子及びβ鎖遺伝子を持つ。したがって、本遺伝子  

組換え生物が感染した細胞はTCR α鎖及びβ鎖を発現する。・  

・MoMLVがマウス、ラット等のげっ歯類にだけ感染しうるのに対して、GaLVはラット、ハ  

ムスター、ウサギ、ミンク、ウシ、ネコ、イヌ、サル、ヒト及びニワトリの細胞に感染す  

るとの報告がある（文献19）。本遺伝子組換え生物はウイルス粒子表面にGaLVenv蛋白質  

を持つ。したがって、本遺伝子組換え生物はヒト、サル、イヌ等、幅広い動物種の細胞に  

本遺伝子組換え生物の核酸を伝達しうる。   

本遺伝子組換え生物が自立的増殖能を欠損している点を除いて、 Ⅰ一3「生理・生態学的  

特性」に記載した性質は同等である。   

本遺伝子組換え生物由来のRCRが感染可能な生物種は宿主であるMoMLVのそれと異なっ  

ているものの、感染様式、病原性及び挿入変異の可能性などの、生物多様性に影響を及ぼ  

す程度に大きな違いはないと考えられる。  

文献19：MillerAD．Celトsurfacereceptors forretrovirusesandimplicationsforgene  

transfer．Proc NatlAcad SciUSA93：11407－11413（1996）．  

ⅠⅠⅠ遺伝子組換え生物等の使用等に関する情報  

1 使用等の内容   

治療施設におけるヒト遺伝子治療を目的とした使用、保管、運搬及び廃棄並びにこれら  

に付随する行為。  

2 使用等の方法   

所在地：三重県津市江戸橋2丁目174番地   

名称：三重大学医学部附属病院  

（1）MS－bPa溶液は、容器に密閉され、凍結状態で治療施設に輸送し、施設内のP2レベル  

の実験室内の冷凍庫に保管する。   



（2）凍結状態のMS－bPa溶液の融解、希釈及び分注操作は、P2レベルの実験室内の安全キ  

ャビネット内又はP2 レベル実験室内で閉鎖系にて行う。患者リンパ球へのMS－bPa  

導入操作、MS－bPa導入細胞の培養その他のMS－bPa希釈溶液及びMS－bPa導入細胞の  

取扱いも同様にP2レベルの実験室内の安全キャビネット内又はP2レベルの実験室  

内で閉鎖系にて行う。MSLbPa希釈溶液及びMS」）Pa導入細胞の保管は、P2レベルの  

実験室内の冷蔵庫、冷凍庫又は培養器にて行う。なお、MS－bPa希釈溶液若しくはそ  

の冷凍品又はMS－bPa導入細胞を、開放系区域を通って他のP2レベル区域に運搬す  

る場合には、密閉した容器に入れ、容器の落下や破損を防止するために当該容器を  

箱等に入れ運搬するっ   

（3）MS－b【）a溶液（希釈液を含む）又はMS－bPa導入細胞を廃棄する際には、滅菌処理（高  

圧蒸気滅菌処理又は0．5％次亜塩素酸ナトリウム溶液への2時間以上の浸漬処理に  

よる。以下同じ。）を行った後、三重大学医学部附属病院医療廃棄物管理規程（以下  

「医療廃棄物管理規程」という）に従い廃棄する。   

（4）被験者に対するMS－bPa導入細胞の投与は、環境中への拡散防止措置を適切に執った  

陽圧でない個室（以下「個室」という）内において輸注により行う。なお、投与時  

にMS－bPa導入細胞に直接接触する注射針、注射器、チューブ等の器具は使い捨てと  

し、適切に滅菌処理を実施した後、医療廃棄物管理規程に従い廃棄する。なお、こ  

れらの滅菌処理を個室内以外の区域で行う場合には、二重に密閉した容器に入れて  

運搬する。   

（5）投与後3 日まで、被験者を個室内で管理し、検査等の目的で被験者が一時的に個室  

外の開放区域に出る場合には、マスク及びガウン着用等のウイルス漏出予防措置を  

義務付ける。個室における管理期間中の被験者の血液及び体液は、その都度適切に  

滅菌処理を行い、医療廃棄物管理規程に従い廃棄する。また、被験者の尿及び糞便  

等の排泄物は、投与翌日以降に行われる被験者の血接を用いたポリメラーゼ連鎖反  

応（Ⅰ）CR）法試験にて自己増殖能を獲得したレトロウイルス（以下「RCR」という）の  

存在が否定されるまで、適切に滅菌処理を行い、医療廃棄物管理規程に従い廃棄す  

る。なお、これらの滅菌処理を個室内以外の区域で行う場合には、二重に密閉した  

容器に入れて運搬する1⊃ また、臨床検体として使用する被験者の排泄物等の取扱い  

は、MS－bPa溶液及びMS－bI〕a導入細胞の取扱いに準じる。   

（6）個室における管理期間中、被験者に対して侵襲的に使用した器具等及び被験者の排  

泄物等に接触した器具等は、適切に滅菌処理を実施した後、医療廃棄物管理規程に  

従い廃棄するか、又は十分に洗浄する。なお、これらの滅菌処理又は洗浄を個室以  

外の区域で行う場合には、二重に密閉した容器に入れて運搬する。   

（7）個室における被験者の管理を解除する前に、RCR が被験者の末梢血単核球  

（pe］：ipheralblood mononuclear cell：PBMC）及び血掛こおいて陰性であることを   



確認する。RCRが確認されたときは、個室における管理を継続する。  

（8）個室における管理解除後に被験者のPBMC又は血焚からRCRが検出された場合は、直  

ちに被験者を個室における管理下に移し、上記（5）から（7）までと同様の措置を執る。  

別紙8：治療施設の地図及び見取り図  

別紙9：三重大学医学部附属病院医療廃棄物管理規程  

3 承認を受けようとする者による第一種使用等の開始後における情報収集の方法   

遺伝子導入細胞を患者に投与した後、患者のPBMC及び血梁を試料として、GaLVenv遺  

伝子に対するRT－PCR法によりRCRのモニタリングを実施する。RCRのモニタリングは、  

個室における管理解除前、投与35±3日後及び63±3日後並びに生存中にわたり実施する。  

4 生物多様性影響が生じるおそれのある場合における生物多様性影響を防止するため  

の措置   

本遺伝子組換え生物を用いた遺伝子導入細胞は、P2 レベルの実験室において、第一種  

使用規程に従い調製される。本遺伝子組換え生物が細胞調製室の床等に漏出した場合に  

は、ただちにペーパータオル、布等で拭き取る。拭き取った後は、消毒用エタノールを当  

該箇所が完全に覆われるまで噴霧して1分以上放置し、ペーパータオル、布等で拭き取る  

ことにより本遺伝子組換え生物を不括化する。当該ペーパータオル、布等は121℃、20  

分間以上オートクレープにより滅菌した後、廃棄する。以上により、本遺伝子組換え生物  

が環境中に漏出して生物多様性影響が生じることはないと考えられる。   

個室における管理解除後の患者のPBMC又は血矧こおいてRCRが検出された場合には、  

第一種使用規程に従い患者を直ちに個室における管理下に移すとともに、血液及び体液の  

消毒等、第一種使用規程に定められた措置を執る。  

5 実験室等での使用又は第一種使用等が予定されている衆境と類似の環境での使用等  

の結果  

（1）本遺伝子組換え生物の産生細胞及び最終製品のRCR試験  

本遺伝子組換え生物産生細胞のMCB、本道伝子組換え生物最終製品及びend of  

productioncell（EPC）について品質試験を実施した。その結果、いずれもRCR陰性であ  

った（別紙5、別紙7）。  

（2）遺伝子導入リンパ球のRCR試験   

本遺伝子組換え生物を用いて健常人由来PBMCに遺伝子導入を行い、7日間培養後の遺  

伝子導入細胞について品質試験を実施した。その結果、RCR陰性であった（別紙10）。  

（3）遺伝子導入リンパ球の毒性  

木造伝子組換え生物及び健常人由来PBMCを用いて調製した遺伝子導入リンパ球（GMC）  

■頂   



又は遺伝子導入を行わずにGMCと同様に培養したリンパ球（NGMC）を免疫不全マウスであ  

るNOD／SCID／γCnull （NOG）マウスに静脈内投与した。GMC群とNGMC群の間で、投与後7  

日目及び14日目における生存率、体重及び一般症状、剖検時の臓器重量並びに肝臓、腎  

臓、牌臓及び肺の病理組織学的所見に差は認められなかった（別紙11）。  

6 国外における使用等により得られた情報   

米国国立衛生研究所のRosenhergらのグループは、レトロウイルスベクターを用いて腫  

瘍抗原MRl∵1特異的TCR遺伝子を患者自己リンパ球に導入し、悪性黒色腫患者に輸注す  

る臨床試験を実施した（文献20）。この試験は、TCR遺伝子導入ヒトリンパ球を用いた臨  

床研究として現在まで唯一－の論文報告である。17名の患者に対して遺伝子導入細胞が輸  

注され、いずれの患者にも遺伝子導入細胞輸注による毒性はみられなかった。なお、国内  

外において、ヒトに対する本遺伝子組換え生物の使用経験はない。  

文献20：Mc－rganR＾，etal．CancerregressioninpatientsaftertransferofgeneLically  

engineeredlymphocytes．Science314：126－129（2006）．  

ⅠⅤ 生物多様性影響評価  

1 他の微生物を減少させる性質  

（1）影響を受ける可能性のある野生動植物等の特定   

本遺伝子組換え生物及びRCRはGaLV env蛋白質を持つので、広範囲の動物に感染しう  

るが、微生物への感染性は知られていない。したがって、影響を受ける可能性のある微生  

物は特定されなかった。  

（2）影響の具体的内容の評価   

該当せず。  

（3）影響の生じやすさの評価   

該当せず 

（4）生物多様性影響が生ずるおそれの有無等の判断   

よって、他の微生物を減少させる性質に一〕いて、第・・種使用規程承認申請書に記載した  

遺伝イ・組換え生物等の第仙一種使用等の方法によるかぎり、生物多様性影響が生ずるおそれ  

はないと判断される。   



2 病原性  

（1）影響を受ける可能性のある野生動植物等の特定   

本遺伝子組換え生物及びRCRはGaLV env蛋白質を持つので、患者体外に排出された場  

合には野生型GaLVと同様、ラット、ハムスター、ウサギ、ミンク、ウシ、ネコ、イヌ、  

サル、ヒト及びニワトリを含む広範囲の動物に感染しうる。したがって、これらの生物種  

は本遺伝子組換え生物の核酸を伝達されることにより影響を受ける可能性がある。  

（2）影響の具体的内容の評価   

本遺伝子組換え生物はヒト、イヌ、サル等の細胞への挿入変異によってがん化を引き起  

こす可能性がある。マウス、ラットに対する病原性は宿主と同等であると考えられる。   

本遺伝子組換え生物からの発現産物であるTCR α鎖及びβ鎖がTリンパ球において発  

現した場合、このTリンパ球はHLA－A2402拘束性にMAGE－A4発現細胞特異的な細胞傷害活  

性を獲得する。このTリンパ球の影響を受ける可能性のある生物はHLA－A2402陽性のヒト  

に限られ、MAGE－A4を発現する正常組織である精巣においてHL＾は発現していないので、  

導入遺伝子が発現することにより、本遺伝子組換え生物がヒトに病原性を示す可能性は非  

常に低いと考えられる。   

本遺伝子組換え生物が有害物質を産生することはなく、本遺伝子組換え生物により遺伝  

子導入された細胞が有害物質の産生能を獲得するとの情報もない。したがって、有害物質  

の産生により病原性を示すことはないと考えられる。  

（3）影響の生じやすさの評価   

第一種使用規程承認申請書に記載した遺伝子組換え生物等の第一種使用等の方法によ  

るかぎり、本遺伝子組換え生物が患者Tリンパ球とともに患者に投与されることによって  

当該施設外に出る可能性は極めて低く、出たとしてもごく微量である。また、Ⅰ－3－（7）  

「その他の情報」に記載したように、マウス由来の産生細胞により産生された本遺伝子組  

換え生物はヒト血清により速やかに不活化される（文献12）。さらに、本遺伝子組換え生  

物は増殖能を欠損しているので、通常の細胞に感染してもウイルス粒子を産生することは  

ない。   

一方、本遺伝子組換え生物の製造工程中に出現したRCRが患者Tリンパ球に混入して患  

者に輸注された場合には患者体内でRCRが産生される可能性がある。しかし、本遺伝子組  

換え生物はRCR出現の可能性が極めて低い第3世代のパッケージング細胞を使用して製造  

されているうえに、本遺伝子組換え生物の最終製品及び遺伝子導入細胞のRCR陰性を確認  

してから使用するので、患者体内にRCRが侵入する可能性は極めて低い。また、RCR試験  

で検出されなかったRCRが万一患者体内に侵入したとしても、第一種使用規程承認申請書  

に記載した遺伝子組換え生物等の第一種使用等の方法によるかぎり、RCRが環境中に放出  

される可能性は極めて低い。   



（4）生物多様性影響が生ずる可能性の有無等の判断   

よって、病原性について、第一種使用規程承認申請書に記載した遺伝子組換え生物等の  

第▲－一種使用等の方法によるかぎり、生物多様性影響が生ずるおそれはないと判断される。  

3 有害物質の産生性  

（1）影響を受ける可能性のある野生動植物等の特定   

本遺伝子組換え生物及びRCRの有害物質の産生性は知られていない。したがって、影響  

を受ける可能性のある野生動植物等は特定されなかった。  

（2）影響の具体的内容の評価   

該当せず。  

（3）影響の生じやすさの評価   

該当せず。  

（4）生物多様性影響が生ずるおそれの有無等の判断   

よって、有害物質の産生性について、第－一種使用規程承認申請書に記載した遺伝子組換  

え生物等の第一種使用等の方法によるかぎり、生物多様性影響が生ずるおそれはないと判  

断される。  

4 核酸を水平伝達する性質  

（1） 影響を受ける可能性のある野生動植物の特定   

本遺伝子組換え生物及びRCRはGaLV env蛋白質を持つので、患者体外に排出された場  

合には野生型GaLVと同様、ラット、ハムスター、ウサギ、ミンク、ウシ、ネコ、イヌ、  

サル、ヒト及びニワトリを含む広範囲の動物に感染しうる。したがって、これらの生物種  

は本遺伝子組換え生物の核酸を伝達されることにより影響を受ける可能性がある。  

（2） 影響の具体的内容の評価   

本遺伝子組換え生物又はRCRによってこれらの遺伝子組換え生物の核酸が野生動物の  

ゲノム中に組み込まれる可能性がある。  

（3） 影響の生じやすさの評価   

第一一種使用規程承認申請書に記載した遺伝子組換え生物等の第一一種使用等の方法によ  

るかぎり、本遺伝子組換え生物が患者Tリンパ球とともに患者に投与されることによって  

当該施設外に出たとしてもごく微量である。ごく微量の本遺伝子組換え生物によって野生   



動物に核酸が伝達される可能性は非常に低い。   

遺伝子組換え生物等に該当するRCRが多量に出現した場合には、血液、体液等を通じて  

他の個体にRCRが感染し、その核酸が伝達される可能性が否定できないが、RCR出現の可  

能性は極めて低い。  

（4） 生物多様性影響が生ずる可能性の有無   

よって、核酸を水平伝達する性質について、第一種使用規程承認申請書に記載した遺伝  

子組換え生物等の第一種使用等の方法によるかぎり、生物多様性影響が生ずるおそれはな  

いと判断される。  

5 その他の性質  

核酸を垂直伝達する性質   

本遺伝子組換え生物が感染可能な野生動物等の生殖系細胞のゲノム中に組み込まれて、  

核酸を垂直伝達する可能性は完全には否定できない。しかし、第一一種使用規程承認申請書  

に記載した遺伝子組換え生物等の第一種使用等の方法によるかぎり、本遺伝子組換え生物  

によりその核酸が野生動物に伝達される可能性は非常に低い。RCRが出現しないかぎり、  

本遺伝子組換え生物の核酸が伝達される細胞は本遺伝子組換え生物が最初に感染した細  

胞に限られ、その細胞が生殖系細胞である確率は低いと考えられる。また、RCRが出現す  

る可能性は極めて低い。以上から、本遺伝子組換え生物又はR（二Rの核酸が生殖系細胞に伝  

達される可能性は極めて低い。よって、核酸を垂直伝達する性質について、第一種使用規  

程承認申請書に記載した遺伝子組換え生物等の第一種使用等の方法によるかぎり、生物多  

様性影響が生ずるおそれはないと判断される。  

Ⅴ  総合的評価   

本遺伝子組換え生物が感染する動物種はGaLV env蛋白質によって規定されるため、げ  

っ歯類及びと卜を含む広範囲の動物であり、野生型GaLVと同じである。自然界で植物及  

び微生物に感染することはないと考えられる。   

第一種使用規程承認申請書に記載した遺伝子組換え生物等の第一種使用等の方法によ  

るかぎり、本遺伝子組換え生物の環境中への拡散は極力抑えられており、拡散したとして  

も、その量は検出レベル以下であると推定される〔）導入されたTCR α鎖遺伝子及びβ鎖  

遺伝子が発現することにより、本遺伝子組換え生物がヒトに病原性を示す可能性は非常に  

低い。さらに、本遺伝子組換え生物は増殖能を欠損しているので、MLVの感染等によりgag、  

pol及びenv遺伝子を発現している細胞に感染した場合を除いて増殖することはない。Mt．V  

に感染しているマウスに本遺伝子組換え生物が感染すれば、MLVがヘルパーとなって増殖  

する可能性があるL〕しかしその場今でも、h†oMLVは血液を介してのみ感染するので、本道   



伝子組換え生物の感染が他個体に広がる可能性はほとんどない。ヘルパーを必要とする本  

遺伝子組換え生物が野生型MoMLVと同等に増殖することはないので、やがて環境中から消  

滅すると考えられる。   

環境中でマウスに感染し、Ml．Vゲノムとの相同組換えによってRCRが出現する可能性や、  

当該第一一一種使用によって極めて微量の本遺伝子組換え生物由来RCRが環境中に放出され  

る可能性は完全には否定できないが、RCRの感敵性、増殖性、病原性及び核酸を水平伝達  

する性質はMLVと同等である。ヒトにMLVが感染しても病原性は報告されておらず、RCR  

がヒト体内に侵入しても、血清中の補体により急速に失活することを考慮すると、ヒト及  

び他の晴乳動物、植物並びに微生物に新たな影響を与えることはないと考えられる。   

したがって、第一一種使用規程承認申請書に記載した遺伝子組換え生物等の第一種使用等  

の方法によるかぎり、本遺伝子組換え生物による生物多様性影響が生ずるおそれはないと  

判断される。   
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